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消防組合管内において令和２年は２件だった工場・作業所の火災が、今

年は６月１５日時点で、既に ６件 発生しています。 

工場・作業所では、たくさんの機械や設備が設置されていて、高圧電流、

油圧又は各種ガスを使用することも多く、従業員による日常点検、専門業

者による定期点検の実施は、機械の故障を防ぐだけでなく、整備不良や老

朽化した部品からの出火危険の軽減にも繋がる重要な作業です。 

日常点検や定期点検を確実に実施することで防げる火災があります。 

火災予防の観点からも、各種点検の実施をお願いいたします。 

 

     （問合せ先） 佐倉市八街市酒々井町消防組合 消防本部 

査察調査課 調査係 043-481-1225(直通) 

佐倉防火安全協会事務局 043-481-1239 


